
ジェーアイエー共済会は日本情報振興協同組合 （ＪＩＡ) の組合員を対象とした会員同士の相互

扶助を目的として作られた共済制度です。 日本全国に組合員を擁していることを活かしながら、

JIA ならではの各種の共済事業を展開しております。 そしてまた引き続き、 共済会会員のため

の新規事業にも取り組んでまいります。 JIA 組合員であることのメリットをさらに享受していただ

くためにも、 是非、 ジェーアイエー共済会にご加入ください。

月々　掛け金＋会費　→　10,000 円　（年間 120,000 円）

助成金の合計年間利用上限　150,000 円　
優秀社員表彰 2名まで経費を共済会で負担　10,000 円　

もちろんソフトウエア共済制度でシステム事故が発生した場合は
上限 600 万円まで保障

月々の会費　→　2,000 円　（年間 24,000 円）

助成金の年間利用上限　20,000 円　
優秀社員表彰 1名まで経費を共済会で負担　5,000 円　

各助成金には助成額の上限があります。1つの助成金で合計年間利用額上限まで利用することはでき
ません。

※

一般会員の方は入会後 1年を経過しないと助成金の申請資格はありません。但し、JISSA 費用に関す
る人材育成助成金は初年度より申請することができます。

※

上記以外にも慶弔金制度によりお祝金、弔慰金のお支払いもあります。
共済会で行ってほしい事業などのリクエストもどんどんお出しください。

一般会員の場合

出資会員の場合

共済会に入会すると

こんなにお得！！



共済会員が開発したソフトウェアが、販売および納入先にて偶然な事故
によってソフトウェアのシステム自体に障害が発生し、その障害を復旧し
なければならない場合、それによって被る損害を、支払限度額の範囲内
で共済金としてお支払いする共済制度です。共済会員がサポートするす
べてのユーザーが対象のベーシック補償共済、ベーシック共済に上乗せ
し、さらに大きな補償を設定しているユーザー単位の特約補償共済の二
つのプランがあります。
なお、共済補償上限額については毎年開催されるジェイアイエー共済会
総会で決定されます。

出資会員のみ

【特 約 補 償 共 済】 

ベーシック補償共済に加入している出資会員が特
定したユーザーに対する事故を個別に上乗せ補償
するプランです。

出資会員企業が開発・販売したすべてソフトウエ
アを対象に、事故の損害を広く浅く補償するプラン
です。

年間支払限度額
3,000,000円

免責金額　1事故あたり　100,000円

共済掛金(月額)
8,000円

年間支払限度額
3,000,000円

共済掛金(年額)
5,000円

【ベーシック補償共済】 

（補償額の金額は2019年度予算による設定金額です）

ジェーアイエー共済会は各会員の社員教育の充実、福利厚生の整備等の費用を助成金制度として実施しています。
各助成金額は　出資会員　50,000 円または 30,000 円　（年間助成総額 150,000 円まで）
　　　　　　　一般会員　10,000 円　　　　　　　　（年間助成総額 20,000 円まで）

ａ　防災グッズ購入支援助成金

ｃ　セキュリティー強化支援助成金

ｂ　人材育成支援助成金

ｄ　福利厚生助成金

1 ソフトウエア共済制度

２ 助成金制度

防災意識の高まりをうけて、近未来に起こりうる災害への備えをしていただくために、防災
グッズの購入に際して若干の助成を行う。
寝袋や簡易蓄電池、簡易トイレ、毛布などの物品の購入、備蓄食料などの購入費など

セミナー／研修会などの受講料、社員教育コンサルの費用、社員教育備品 ( 人材育成に資する書籍やDVDなど )
の購入費など
※日本情報セキュリティ推進協会 (JISSA) による ISO27001 認証にかかる、入会費用、研修費用も対象となります。

セキュリティの強化が叫ばれている昨今、ＩＴ業界に携わるものとしてより一層のセキュリ
ティ強化策を講じる必要があり、そのため必要とされる資金の一部を助成することを目的と
する。

各種福利厚生団体への団体加入が困難であることを踏まえ、会員各社が実施している福利厚生事業に要する費
用の一部を助成することにより、各社の福利厚生事業を支援する。
・会社が加入する福利厚生サービスやリゾート会員券の費用　・健康器具やグッズ（マスクなど）の購入費用
・社員全員を対象とした社内旅行の費用　　　　　　　　　　・歓送迎会などの費用
・社員が通うスポーツジムなどの会員券の費用　　　　　　　・社員の誕生日プレゼントの費用

３ 優秀社員表彰制度
各社の優秀社員をご推薦いただき、ジェーアイエー共済会総会で表彰
させていただきます。最優秀社員にはジェーアイエー共済会総会にご
招待します。また、慶事規定によりお祝い金、弔慰金をお支払いします。

ジェーアイエー共済会のお問い合わせは組合事務局まで

一般会員の方は入会後 1年を経過しないと助成金の申請資格はありません。但し、JISSA 費用に関する人材
育成助成金は初年度より申請することができます。

※
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